
第３４号議案 

 

 

町田市立公園条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成３０年(２０１８年)３月９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市立公園条例の一部を改正する条例 

町田市立公園条例（昭和４５年１２月町田市条例第３８号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の６の次に次の１条を加える。 

（運動施設の敷地面積の制限） 

第２条の７ 都市公園法施行令第８条第１項に規定する運動施設の敷地面積に係る条

例で定める割合は、１００分の５０とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



＿部分は改正部分 

町田市立公園条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（運動施設の敷地面積の制限）  

第２条の７ 都市公園法施行令第８条第１項に

規定する運動施設の敷地面積に係る条例で定

める割合は、１００分の５０とする。 

 

 


